
「軽費老人ホーム一期一会荘」 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当荘は利用者に対して軽費老人ホーム入居におけるサービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容について、「軽費老人ホーム一期一会荘 

施設利用基本契約書」及び「軽費老人ホーム一期一会荘運営規程」と共に契約上

ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 掲載項目 ＊＊ 

 

１． 施設経営法人 

２． 利用施設 

３． 職員の配置状況 

４． 処遇 

５． サービス利用料金 

６． 危急時の対応 

７． 苦情の受付 

８． 個人情報保護 



１． 施設経営法人 

（１） 法人名 社会福祉法人一期一会福祉会 

（２） 法人所在地 愛知県岩倉市北島町二本木７番地 

（３） 電話番号 ０５８７－６６－２１１０ 

（４） ＦＡＸ番号 ０５８７－６６－２８００ 

（５） ホームページ https://www.ichigoichie.or.jp 

（６） 代表者氏名 理事長 臼井 和香奈 

（７） 設立年月日 昭和６１年１月８日 

 

２．利用施設  

（１） 施設の種類 軽費老人ホーム（Ａ型） 

（２） 施設の目的 軽費老人ホームは高齢等のため独立して生活

するには不安が認められ、入所された者に対

して、無料又は低額な料金で、食事の提供、

入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必

要な 便宜を提供することにより、利用者が

安心して生き生きと明るく生活できるように

することを目的とします。 

（３） 施設名 軽費老人ホーム一期一会荘 

（４） 施設所在地 愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目２０７番地 

（５） 電話番号 ０５８７－９５－３１１８ 

（６） ＦＡＸ番号 ０５８７－９５－０８８７ 

（７） 施設長（管理者）氏名 荘長 鈴木 信義 

（８） 開設年月日 昭和６１年８月１日 

（９） 入所定員 ５０名 

 

３．職員の配置状況 

職種 人数 

（１） 施設長（荘長） １  人 

（２） 生活相談員 １ 人 

（３） 主任介護職員 １ 人 

（４） 介護職員  ４（２）人 

（５） 看護職員 ２（１）人 

（６） 事務員 １（１）人 

（７） 栄養士 １  人 

（８） 調理員 ６（３）人 

（９） 医師 （１）人 

                                    (令和７年４月１日現在) 

※ (  )は、非常勤職員を示します。 

※ 職員の配置については、厚生労働省令「軽費老人ホームの設備及び運営に関する 

基準」を遵守しています。 

 

 



４．処遇 

 （１）給食 

   ○栄養士の立てる献立により、１日３食利用者の健康状態及び嗜好を考慮した

食事を提供するように努めるものとします。ただし、原則として一般食が  

基本となりますので、医師等の指示による特別食については、ご希望に添え

ない場合がございます。 

   ○選択メニューや季節感あふれる食事等、見た目でも楽しんでいただけるよう

彩りや盛りつけに工夫し、また食事時間の希望についても工夫するように 

努めるものとします。 

   ○食事の時間は次の通りとします。 

（１）朝食 ８時から 

（２）昼食 １２時から 

（３）夕食 １７時から 

○食事の場所は、原則として食堂とします。ただし、体調不良等による場合は

この限りではありません。 

○あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間、  

食事の取り置きをすることができます。 

 （２）保健衛生と介護 

   ○施設種別の特性上、原則として個別の介護は行いません。 

○利用者の入所中の健康状態把握のために、１年に２回の健康診断を行い、  

その記録を保存し、健康の保持、疾病の予防に努めるものとします。 

○入院を必要とする利用者には、連帯保証人に連絡を取り必要な措置を講ずる

とともに、安心して療養に専念できる様、健康保険、介護保険等関連諸制度

の活用に配慮するものとします。 

（３）宿直 

   ○夜間の管理体制は、宿直をおき、緊急時の対応に努めるものとします。 

○各居室にはナースコールボタンを設置しており、２４時間体制で対応します。 

 （４）入浴の準備 

   ○常に入浴設備を良好に管理し、定められた時間内に利用できる様、準備を  

行うものとします。  

 （５）緊急時の対応 

   ○利用者の急病もしくは災害等、緊急避難を要する事態に対応できる職員体制

の整備と関係機関との連携に努めるものとします。 

○非常通報装置や全館一斉放送設備の活用により、緊急の連絡が速やかに行わ

れるよう努めるものとします。 

 （６）在宅福祉サービスの利用 

 ○日常生活上の援助及び介護を必要とする状態になった場合は、外部の各種 

サービス（ホームヘルプサービス、デイサービス等）を受けることができる

よう迅速な対応に努めるものとします。 

○疾病、常時の介護状態、収入の途絶等、利用者が生活に困窮を生じた場合に

は、連帯保証人と連携を図り、医療機関や各種サービス等への連絡、調整等

を行い、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速かつ適切な配慮を行う  

ものとします。 

 

 



（７）活動の協力 

   ○利用者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じ

協力するものとします。 

（８）記録について 

○当荘のサービスにおける個人記録は本人及び連帯保証人に限り開示いたしま

す。開示をご希望される際は職員までお申し出ください。また、コピーを  

希望される場合は１枚につき実費１０円をご負担いただきます。 

 

５．サービス利用料金 

 （１）利用料は当月分を毎月２０日（土日祝日の場合は直後の銀行営業日）に指定

の銀行口座より自動引落にてお支払いいただきます。 

 （２）電気使用量は毎月末日に検針し、翌月２０日に利用料と共に銀行口座より  

自動引落にて実費をお支払いいただきます。 

 （３）１１月から３月までは冬季暖房費として月額１，９６０円を利用料と合算  

して銀行口座より自動引落にてお支払いいただきます。 

（４）施設の提供するサービスの内、一部の行事、クラブ活動の参加費用につきま

しては一部自己負担になる場合があります。 

（５）入院などで長期間欠食した場合の食事代については、7 日経過後翌日から  

退院日までを計算し、本人に返金いたします（一日８７０円での計算）。 

 （６）利用料は毎年４月１日を基準日とし、年度の途中で愛知県より補助金変更の 

通知があった場合、当該年度の４月１日に遡って徴収するものとします。 

 

６．危急時の対応 

 利用者の健康管理並びに怪我等の事故防止には、平素から細心の注意をいたして

おりますが、ご高齢のため、不測の事態が発生しないとも限りません。万が一不幸

にして、容態の急変あるいは怪我が発生した場合、迅速かつ適切な処置ができるよ

う、危急対応マニュアルを作成し、万全の態勢を整えております。 

 

① 危急時の定義 

（１） 対象 

現在、当荘を利用されている全ての方を対象とします。 

（２） 危急時とは？ 

転んで軽度の擦過傷を負った、軽度の風邪の症状がみられるなどの場合を

除き、例えば、骨折や重度の疾病その他生命の危機が予測されるような場

合を指します。 

② 危急時の基本的な流れ  

（１） 容態急変あるいは事故（骨折等）の発生。 

（２） 家族等と医療機関、もしくは消防署に連絡。（その間に、施設内で応急処置

を続ける。） 

（３） 家族等の了解を得る。 

（家族等への連絡がつかない場合には、医師並びに荘長の判断による。その 

連絡がつき次第家族の了解を得る。） 

（４） 医療機関への搬送。 

（５） 医療機関での診断を受ける。 

 



（協力医療機関） 

  

さのクリニック 内科 丹羽郡大口町奈良子 1-269 0587-94-0222 

オーシマ歯科 歯科 丹羽郡大口町秋田 1-377 0587-95-6166 

 

 

７．苦情の受付 

当荘における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

○苦情解決責任者   （荘   長）鈴木 信義 

○苦情受付窓口担当者 （生活相談員）廣江 直樹 

［受付時間］ ８：３０～１７：３０ 

○愛知県国民健康保険団体連合会介護福祉課 

介護サービス苦情相談窓口 （電話番号） ０５２－９７１－４１６５ 

○一期一会福祉会第三者委員  

一期一会福祉会評議員   森山  稔  ０５８７－３７－６９０９ 

一期一会福祉会評議員   宮田 浩明  ０５８７－３７－０６９３ 

 

○大口町 長寿ふくし課           ０５８７－９４－００５１ 

○扶桑町 介護健康課            ０５８７－９３－１１１１ 

○岩倉市 長寿介護課            ０５８７－３８－５８１１ 

○江南市 高齢者生きがい課         ０５８７－５４－１１１１ 

○犬山市 長寿社会課            ０５６８－４４－０３２６ 

○小牧市 介護保険課            ０５６８－７６－１１９７ 

○一宮市 介護保険課            ０５８６－２８－９０２０ 

○お住まいの市区町村の介護保険担当課 

                     電話番号              

 

また、苦情受付ボックスを１階事務所前に設置しています。 

 

 

 

８．個人情報保護 

『個人情報に関する法律』（平成１５年法律５７号）及び一期一会福祉会の個人情報

保護に関する管理規程に基づく利用者及び連帯保証人、その他家族に関する個人 

情報を必要最小限の範囲で活用します。ただし、必要に応じ第三者に情報提供する

場合があります。 

 

【利用者への福祉サービス提供に必要な個人情報】 

・利用者へのサービスの内容 

・サービス利用に関する事務 

・利用者のために行う管理運営業務（入退所管理、会計、事故報告、介護、医療    

サービスなど） 

・施設のために行う管理営業業務（サービス業務の維持、改善の為の基礎資料の  

作成、学生などの実習への協力、職員の教育のために行う事例研究など） 

 



【利用者及び連帯保証人、その他家族の個人情報を第三者へ提供する範囲】 

・利用者が医療機関を利用するにあたり、医師等に提供する記録、連絡先など 

・サービス利用に関する事務（審査支払機関・保険者及び市町村）に必要な情報 

・利用者の連帯保証人及びその他家族へ心身状態や生活状況の説明のための記録等 

・他の介護事業者及び医療事業者との連携（サービス担当者会議等）、連絡調整の

ため必要な利用者の記録など 

・実習生の研修上必要な最小限の記録など 

・損害賠償保険などの請求に係る保険会社等への相談又は届出に必要な情報 

・外部監査機関・情報の公表機関から求められる情報 

 

令和   年   月   日 

 

「軽費老人ホーム一期一会荘」のサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき  

重要事項の説明を行いました。 

 

軽費老人ホーム一期一会荘 

説明者    職名  生活相談員     氏名  廣江 直樹  印 

 

 

私は、本書面に基づいて施設から重要事項の説明を受け、軽費老人ホーム一期  

一会荘のサービスの提供開始及び「８.個人情報の保護について」の記載内容に同意

しました。 

           

 

          利用者氏名                    印 

 

 

           連帯保証人（正）氏名               印 

 

 

           連帯保証人（副）氏名               印 


